
令和8 年度採用 社会福祉法人 瑞穂福祉会 正規職員(社会人経験者)募集要項 

瑞穂福祉会では以下の通り、正規職員の募集を行います。 

１． 募集する職種・受験資格 
（１）支援員 令和８年４月１日現在３５歳以下の方で、学校教育法に基づく学校（高等学 

校以上）を卒業した方。 
（２）保育士 令和８年４月１日現在３５歳以下の方で、学校教育法に基づく学校（高等学 

校以上）を卒業した方。保育士免許取得者、または、令和８年３月３１日まで

に取得見込みの方。 
（３）調理員 令和８年４月１日現在４４歳以下の方で、学校教育法に基づく学校（高等学 

校以上）を卒業した方。調理師免許もしくは栄養士・管理栄養士免許取得者、

取得見込みの方は優遇します。 
（４）民間企業等における職務経験を３年以上経験されている方。詳しくは、「２．受験資格

の詳細」に記載。 
 

    ※（１）（２）（３）の職種要件と（４）の職務経験の要件を満たす必要があります。 
 
２． 受験資格の詳細 

    （１）民間企業等における職務経験とは  
・ 「民間企業や官公庁等での職務経験」には、会社員、自営業者、公務員等としての職務 
経験が該当します。 

     ・支援員・調理員は職種は問いません。 
     ・保育士は保育所での職務経験（保育業務）を３年以上含む。 

（２）３年以上の経験とは 
・ 職務経験「３年以上」とは、民間企業等において週３０時間以上（※１）の勤務を常勤 
で１年以上継続し、これらの経験を直近５年間（令和２年４月１日から令和７年３月 
３１日までの間）に通算で３年以上有する必要があります。 

・ １年以上継続した職務経験が複数ある場合は、通算できます（※２）。ただし、同一期 
間内に複数の職務に従事した場合は、いずれか一方のみの職歴に限ります。 

・ 月初めから月末に満たない期間は除く。 
(例：４月下旬採用の場合は、５月からの月数、６月中旬退職の場合は、５月までの月数) 

・ 育児休業や病気休業等、職務に従事していない期間は、職務経験に含みません。 
・ 最終合格後、職務経験期間の確認のため、在職証明書等を提出していただきます。 

なお、必要な職務経験を欠いていることが明らかとなった場合には、合格を取り消しま

す。 
（※１）週あたりの勤務時間は、就業規則等で定められた所定労働時間が該当します。 

時間外勤務は該当しませんのでご注意ください。 
（※２）同じ企業等の職務経験の中に休業期間がある場合、休業期間前後の職務経験は 

継続するものとします。 
 

 ３． 募集人員 
  支援員（救護施設さつきの園）：若干名 

保育士（保育所）：若干名 
調理員（救護施設さつきの園もしくは保育所）：若干名 

 
４． 受験申込方法 

（１） 市販の履歴書（写真貼付）に必要事項を記入の上、それ以外に写真（タテ４ｃｍ、

ヨコ３ｃｍ、無帽、無背景）１枚同封のこと。 
（２） 受験者の宛先（住所・氏名）を明記した封筒（長型３号）を同封のこと。 
（３） 公共職業安定所の紹介状提出のこと。（在職中の方は必須とはしません） 
（４） 上記の必要な書類は下記の提出先へ持参もしくは郵送（簡易書留）で提出すること。 

 



５． 申込期間   
令和７年１１月１０日（月）～１２月１５日 （月） 必着 

 
６． 試験日時 
    令和７年１２月１日（月）～１２月２２日（月）のいずれか 
    受験受付後に、小論文の課題の通知時に同時に通知します。 
 
７． 試験場所 

救護施設 さつきの園 
 

８． 試験内容 
小論文（事前に課題を通知します）、面接 

 
９． 持参品 

筆記用具、受験票 
 

１０． 合否の連絡  
     令和７年１２月２３日に発送にて通知致します。 
 
１１． 採用年月日 
     採用予定日は、令和８年４月１日です。 
 
１２． 労働条件等 
    初任給は、個々の採用前の職歴に応じて決定します。 

     給与及び服務等の内容は、本法人の規程によります。 
     支給例（令和７年４月１日現在） 
     年齢３０歳 最終学歴高卒 職務経験１０年 
      支援員 ２１８，７０８円 
      保育士 ２１２，５７６円 
      調理員 ２０１，３４８円 
     年齢３２歳 最終学歴大卒 職務経験１０年 

支援員 ２４３，７４６円 
保育士 ２３６，９１２円 

      調理員 ２２４，２９８円 
※今後の給与改定の状況等により額が変動する場合があります。 
上記の給与のほかに、通勤手当、住居手当、扶養手当、時間外手当、当直手当、保育所勤

務手当（10,000円から7,000円/月）、期末勤勉手当（令和６年度実績4.45月分）、保育所

処遇改善一時金（341,000円から241,000円/年）等がそれぞれの支給要件に応じて支給さ

れます。 
     退職金制度（福祉医療機構等）、各社会保険制度 
     休暇制度（年次休暇、リフレッシュ休暇、産前産後休暇、育児・介護休業制度他） 
     ※休暇制度は採用時より取得可能です。 
 
１３． 問い合わせ先、書類提出先 

 〒６９６－０３１２ 邑南町出羽２９３番地５ 
  救護施設 さつきの園内 瑞穂福祉会 事務局（担当 佐々木・橋本） 
   ＴＥＬ０８５５－８３－１３１３（ＦＡＸ０８５５－８３－１３１４） 

 
 
 


